
(裁判所）

選択型実務修習プログラム案内(裁判所）

裁判所が提供する灘型実務修習のブﾛグﾗﾑについて

1プログラムの擾要

裁判所では,概略,以下のようなブﾛダﾗﾑを用意している｡詳細は各プログラムの紹介欄を参照されたい‘
(1)分野別実務修習の成果を深化･楠完する修習ブﾛグﾗﾑ
①民事裁判－2週間及び1週間の通常部における修習プログラム(通常部修習）
②刑事裁判－2週間及び1週間の通常部における修習プログラム(アドバンスト刑裁修習）
③家裁一家事総合,家事一般,少年事件の各1週間又は2週間の修習プログラム
②分野別実務修習では体験できない専門的領壌を修習するプログラム
民事裁判一知的財産権部(全国ｱﾛグﾗﾑとして提供する｡),租税･行政部,商事部,労働部,倒産部,建築.鯛
停部.執行部,交通部,医事部における各1週間又は2週間の専門部修習プログラム
家裁一人事訴訟･遺産分割係,後見･財産管理係における各1週間の修習プログラム
2選択に当たっての注意鞭

(1)基本的には,プログラムの期間が重ならない限り,各プログラムを自由に選択することができる｡一例を挙げれば，
以下の選択はいずｵ岾可龍である。

例1:第3～4週に民事通常部修習を,第1～2週にｱドパﾝｽﾄ刑裁修習を選択
例2:第1～2週に民事通常部修習を,第4～5週に少年事件修習を,第6週に労働部修習を選択
②他方,できるだけ多くの修習生に多様な修習経験を積んでもらう趣旨から,次のように,同一又は同様のプログラムを
異なる時期に重ねて選択することは認められない｡ただし,民事通常部修習については,1週間のブﾛゲﾗﾑを2回週
・択することはできる。
○令状部修習を2回選択

O民事専門部のプログラムのうち,同じ専門部のものを時期を異にして2回選択
③修習ブﾛグﾗﾑによってば,募集条件が設けられているものもあるので,注意されたい。
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’コーード ブﾛグﾗﾑ弔
場所

日 時

離
嘩 修習内容・ 募集条件 ． その他

地

P

鄙

方

裁
判
所
（
民
率
）

民宇-01

●
毎

02

9 や

6

一
。

民

民-03

C ■

民-04

タ
■

通常部修習A

通常部修習A

通榔修習A

通常部修習B

大阪地
民事部
方裁判所

10月5日(月)～
■

10月16日(金）

所
・
判』
軸
⑩

犬
民

10月19日(ﾉI)~
10月30fI(金）

■

大阪地方裁判所
民事部

11ﾉ12日(火)～
11〃13日(金）

大阪地方翻判所
民事部

10月5日(月)～
10月9日(金）

15

15．
◆

15

10

刃麺皿

に,腸測
厩…冠彦国暫″犀Uu‐pUmノ画廷日脚弓

として,分野別修習とは異なる部に
少人数を配錘する。
(深化型）分野別修習でぱ扱わない類型，
難度の高い事件の検肘及び起案をさせ‘裁
判官の砺訟運営瀧,集中的に,より深く経験
させる｡

(補完型）分野別修習に不足藩感ずる,あ
るいは民事裁判に苦手意職を持つ司法修
習生に対し,補完･復習をする内容の惨智を
提供する。

=xｰド民-01の通常部修習Aと同様である。

ｺｰド民-01の通常部修習Aと同様である。

期間を1週間とするほかは,．･皇ド民-･-01の

通常部修習Aと同様である。

申込み時に,深化型と補完型

(修習内容欄参照)のいずれの
修習を希望するかを申込書の
ブﾛダﾗﾑ堀棡に記載すること
(例:｢通常部修習A[深化
型〕｣)｡なおj特に学びたい事
柄がある場合にはその内容藍
記載した書面を提出すること｡

申込み時に,深化型と補完型

(修習内容欄参照)のいずれの
修習を希望するか霧申込書の
プログラム名欄に記戦すること
(例:1.通常部修習A[深化．
型〕｣)｡なお,特に学びたい事
柄がある場合にはその内溶溌．
配載した書面を提出す-ること回

申込み時に,鯛上型ど浦完型

(修習内容欄参照)のいずれの
修習を希望するかを申込番の
プログラム名欄に配戦すること
(例:『通常部修習A[深化
型〕』)｡なお,特に学びたい事
柄がある場合にはその内零を．
記戦した書面を捷出する逓と｡

申込み時に,深化型と補完型

(修習内容欄参照)のいずれの
修習を希望するか霧申込書の
ブﾛグｦﾑ瑞欄に肥載すること
(例:｢通常部修習B(深化
麹〕｣)｡なお,特に学びたい事
柄がある場合にはその内零を
記載した書面を提出すること｡

集合日時:10月5m午剛9時20分
築合場所:大阪地裁第21民事部
(第24準備鑿）

築合日時:10月19H午前9時20

分
集合場所:大阪地裁第21民亭部
(第24箪備鐙）

集合日時911.月211午舸9時20分
築合場所:大阪地裁第21民事部．
(第24鯛備麺

集合日時:10月5H午前9時20分
集合場所:大阪地裁第21民事部
(第24翠備篭）
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コード プログラム名 ．
・ 場所

日 時

…
＝へ

人数
修習内容 募集条件

、 合

その他 ． ．

大阪地方裁判所
民事部

10月12日(月)～．
10月16日(金）

民-06 通常部修習B

大阪地方裁判所
民事部

I

10月19日(月)～
.10月23日(金）

10

コード民

昼

-04の通常部修習Bと同様であ 申込み時に,深化型と補完型

(修習内容欄参照)のいずれの
修習を希望するかを申込書の．
プﾛゲｦﾑ名柵に配戦すること．
(例:｢通常部修習B[深化
型〕』)｡なお,特に学びたい事
柄がある場合にはその内容を
配載した書面を提出するこ＆

集合日時:10月19日午前9時20
分
集合場所8大阪蝉第21民事部
(第24準臘室）

民－07 通常部修習B

“
郭
大
民

判所

10月26日(月)～
10月30日(金）

10

コード民-04の通常部修習Bと同様であ

る6

中込か厨ILJ

(修習内容欄
顕…魂…

参照)のいずれの
修習を希望するかを申込書の
プﾛゲﾗﾑ名欄に記載すること
(例:｢通常部修習B(深化
型｣)｡なお,特に学びたい事
柄がある場合にはその内容を
嚇した書面を提出すること。

集合日時:10月26日午前9時20

分
集合場所:大阪地裁第2'民事部
(第24準備室）

民-08 通常部修習B

大阪地方裁判所
民事部

11月2日(月)～
11月6日(金）

10

．､一F氏一U4の埋舗甘峰函睡とI向l葎~ぐめ

ろロ

申込み時に,深化型と補完型
(修習内容欄参照)のい子れの
修習を希望するかを申込書の
ブﾛゲｦﾑ名欄に記戦すること
(例:『通常部修習B(深化
型｣)｡なお,特に学びたい事
柄がある場合にはその内容を
妃戦した書面を提出すること。

集合日時:11月2日午前9時20分
集合場所:大阪地裁第21民事部
(第24箪備室）
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■
■ ＄ ジ 鐘鈍

＝ヴーーー

人数
修習内容 ・ 騨集条件 その他

地
方

．
裁
判
所
（
民
事
）
．

民－09

ー民

民一・11

口
●
■

民－12

通常部修習B

租税･行政部修習
（地方自治）

●

●

租税･行政部修習
.､(総合)． ．

租税･行政部修習
（税務解訟）

●

大阪地方裁判所
民*部

11月911(月)～
11月13日(金）

大阪地方裁判所
第2民事部･第7民
事部

10ﾉj12日(月)～
10月16H.(金）

10"19日(月)～
10月23H(金）

大

第21
事部

判所
第7民

1】月2日(月)～
11月6p（金）

10

’畑

10

10

ユート氏一U笹”迩摘…て『回ごI醐球亡の．

る｡

行政事件のうち,とりわけ住民齢訟等の地方

自治関係について,基本的知餓を晋秘し，
審理や実務についての理解を深めることを
目的とする。 ．
導入として,住民解詮に
しているほか‘本件記録
日
一

聴
俳

蹴識雲嬢
解状審査や特定の事件についてのサマ
起案作成等を行う｡

行政事件一般に関する基本的知顔を習得

し,審理や実務についての理解を深めること
を目的とする。
導入として,行政事件の実務上の賭問題に
ついての分野別鱒綾を用意しているほか，
事件記録の検討や法廷傍聴のほか,解状
審査や特定の:彩件についての共同研究や
サマリー起案作成等を行う｡また
大阪入国管理局を訪問するプロ
意している。

,期間中に
グラムを用

行政事件のうち,とりわけ税務所詮関係にっ
いて,埜本的知餓を習得し,審理や実務に
ついての理解を深めることを目的とする。
導入として,税務豚訟に関する鱒義を用意
しているほか,事件妃録の検協jや法廷傍
聴,訴状審査や特定の事件についてのサマ
リー起案作成等を行う｡また,期間中に国税
不服審判所を訪問するブﾛゲﾗﾑを用意し
ている。

吋・逵か吋Wｰ@琢1…乙祠…

(修習内容欄参照)のいずれの
修習を希塾するか溌申込書の
プログラム名桐に記戦すること
(例:｢通常部修習B[深化
型〕｣)｡なお,特に学びたい事
柄がある場合にはその内容を
記戦した書面を提出すること。

将になし

特になし

‐
●

特になし
I

◆

、

垂口吟J函汀・ユュグマョBU ‐U同u己F,J＝V型

集合場所:大阪地裁第21民事部
(第24準備室）

集合n時:10月12日午前9時20
分
集合場所:大阪地銭第2民事部, ：
第7民事部

錨合日時:10月19日午前9時20

分
集合場所:大阪地銭第2民事部，
節7民事郡

集合日癖:11月2日午削9"20分
集合場所:大阪地織第2民事部，
第7民事部。
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コード プログラム名
■
１ ト 所

時

舞
嶬 ･修習内容 募集条件 、 その他

、
地
方

裁
判
所
（
民
事
）

民－13

民－14

民－15

民－16

商蕊部修習，

商事部修習

労働部修習

労働部修習

10月5日(月)～
10月9日(金）

大阪地方裁判所
第4民事部

11月9日(月)～
11月13日(金）

判所

10月12日(月)～
10月23日(金）

判所

11月9日(月)～
11月13日(金）

8

8

8

8

]一Uソ＝●ロ可"小壱…江白1寺ソ己一G

F目標として,会社訴訟事件･会社非訟事
二の事件記録検肘,法廷傍聴,裁判官との
1膜会等を行う、

ｺｰド民-13の商事部修習と同標である。

労働琴の実務上の賭問題を露銭するとと
もに,､民事哉判の分野別修習での成果を基
礎として,労鋤事件の事件記録検肘,法廷
傍聴,労俄審判傍聴,主…理や事実露定
等に関するサマリー起案‘修習生間の肘儀
及び裁判官の溝詳を通じ,裁判所の取り扱
う労働事件を修習させる｡また,大阪府労働
委員会を訪問するブﾛダﾗﾑを用意してい
る。

期間を1週間とすること,サマリー起案を実
施しないこと及び大阪府労勧委員会を訪問
するブﾛグﾗﾑがないことのほかは,基本的
にｺｰド民-15の労働部修習と同椴であ
る。 ．

｡ ■

事前にI大阪地裁における商

事葬の概況｣愉事法務221
0号13頁)に目を通しておくこ
と(参考文献｢会社訴舩の基
礎｣(商事法務)，
新･会社非舩｣(き

｢実務ガｲﾄﾞ
んざい))。

商事部修習と

特になし

特になし

集合日時:10月5日午前9時20分
集合場所:大阪地裁第4民事部

集合日時:11月9日午前9時20分
集合場所:大阪地裁第4民事部

集合日時:10月12日午前9時20
分

集合場所;大阪地裁第5民事部

集合日時:11月9日午餉9時20分
集合場所:大阪地裁第6民事部
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コード プログラム糸
場

日

『

ザ

壷竺

麥奉

人数
修習内容 募集条件 その他

地

■

方

イ

｡

裁
判
所
〈
民
事
）

■

民－．17

民一・

民－19

民－20

倒産部修習

倒産部修習
■

建築･鯛停部修習

｡

遮築･調停部修習

]0月5H(")~

10月9日(金）

ﾛ

判所

10月26日(月)～■

10月30H(金）

j所

10月12日(月)～
10月231].(金）

大阪地方裁判
第10民堺部

所

11月9H(月)～
1】月13日(金）

30

30

8

6

”垂K皿塵画函0 1副倶寸犀』』ろ、底季奇吾鯵’1囲

人再生), :事件…検肘,各種手統の傍
聴(同轆止l?I頭審査,集団免責審尋, ．－
股管財債櫓者集会等),問題研究,さらに裁
判所書配官を交えた座談会や弁痩土(管財
人･監督委員等経験者)による講演を通じ
て,倒巌法に関する理醗及び当部に醤積さ
ｵ嘘倒産事件錘上の工夫について考察
を深め,実務家として倒産事務処理に必要
な知餓を身につけることを目的とする。

ｺｰド民-17の倒産部修習と同揮である。

当部に係属する建築関係解騒事件,各
鯛停事件及び借地非訟事件について，

種
購

凝,記録検酎j手続傍聴等を行い,裁判官
のみならず,専門委員又は調停委員との意
見交換を通じて,専門訴舩の審理や鯛停事
件･借地非訟毒榊実務に関する知職を習
得するとともに,建築に関する法律問題につ
き,研究レポートを提出することによって,上
記各事件に関する理解を深める修翻を行
い

う回

当部に係臆する建築関係瞬舩事件及び各
種鯛停事件について,簿畿.妃録検討,手
続傍聴等を行い,裁判官のみならず,専門
委員又は飼停委員との意見交換を通じて，
専門解舩の審理や溺停事件の実務に関す
る知餓を習得し,上記各事件に関する理解
を深める修習を行う。

倒璽処理法入門(有斐閣･山
本和彦薯)租度の倒産法全般
に関する基礎的知餓を有して
いることが望ましい。

ｺｰド民-17の倒潅部修習と

同機である。 ．

齋鰹穀『建築関係瞬詮におけ
る設計上及び施工上の理疵に

ついての各賎的検酎｣判タ13
89号38頁に目溌通しておくの
が望ましい．

華--ド民－19の建築･鯛停部．

修習と同槌である。

集合日時810月5H午前9時20分
集合鋤’↑:司法修習生指導室

梨合日時:10月26日午削9時20

分
築合場所:司法修習生指導室

集合日時:10月12日午前9時20
分

築合場所:大阪地戟第10民事部

築合日時:11月9日午前9時20分
集合場所:大阪地裁第10民事部
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ド プログラム名．
力 》

日

秀

痔
舞
嘩 修習内容 募集条件 その他

地
方

□

裁
判
所
（
民
事
）

民－21

民－22

民－23

民－24

執行部修習

執行部修習

執行部修習

交通部修習

■ a

大阪地方裁判所
第14民事部

10月5日(月)～
10月9日(金）

判所

10月26日(月)～
10月30日(金）

11月9日(月)～
11月13日(金）

10月12日(月)～
10月16日(金）

. 8

8．

8

■

8

でてり』・巳ジアーK悪Iノ、鰹ノUｰやv〃己氏李毎1J‐

件のうち,主として,執行裁判所を執行槻関
とする不動産執行事件及び債桧執行事件
について,鱒畿峨判官,書記官,執行官 ウ

評価人を購師とする｡),記録検酎,演習等
のほか,執行官の執行現場に同行すること
により,実務に必要な執行手統の知餓を身
に付ける(ただし,事件動向等により実施で
きないｶﾘｷｭﾗﾑが生じる場合がある｡)。

ｺｰド民-21の執行部修習と同様である。
4

コード民-21の執行部修習と同棟である。

交通専門部の事件…の撰要についての

“や,手腕の傍聴及びこれに付随する争
点の検酎や和解案の作成のほか,人身損
害に関する損害賂償請求事件の記録を用
いてサマリー起案とこれに対ﾀ?る裁判官の
錆評を行うことなどによって,実務的な観点
から裁判所の取り扱う交通事件を修習する。
合議記録の検肘も予定している。

■ ■

八向缶灰い氏畢汗謹…U

事執行(補正版)』を読了し，
氏
民

…誌についての基礎知
餓があること。

執行部修習と

コード民-21の執行部修習と

同禄である。

事前に別冊判例タイムズ38号

｢民事交通蘇訟における過失
相殺率の鯉定麺(全繭5
脚｣(判例ﾀｲﾑス社)1ないし
23頁に目を通しておくことが望
ましい。

不ロ脚F可Q壬リノコーHU同切画可回り幻

集合場所:大阪地裁第14民事部
噺大阪庁舎4賎執行センター案
内係）

…日時:10月26日午前9時2O
分
集合場所:大阪地裁第14民事部
噺大阪庁舎4階,執行センター案
内係）

集合日野:ﾕ1月9日午前9時20分

内係）
ンター案

渠合日時:10月12日午前9時20
分
集合場所:大阪地華15民事部
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コード プ画グラム鏑

１
判
’
○
。

［

所

時

郵
掴

３
ｔ 修習内容 募集条件

6

その他

地

方

裁
判
所
（
民
事
）

民－25

民-..26
必 ●

民－27

民-･23

Q ●

交通部修習

医事部修習

医事部修習

医事部修習

判所

11月2日(月)～
11月6日(金）

大阪地方裁判所
第17民事部b第1
9民事部･第20民
事部

10月5日(月)～
10月9日(金）

■

大阪地方戟判所
第17民事部･第1
9民事部･第20民
事部

10月26日(月)～
10月30日(金）

■ ●

大阪地方裁判所
第17民事部･第1
9民事部･第20民
事部、 ．

11月2日(月)～
11月6日(金）

8

10

10

10

‐ーr盛一色睦Uノエ皿肩脚疹函仁.I閏啄堪”~。

医事関係訴訟の処理状況や審理方法等に
ついて,その概要を脱明した上で,泰件記
録の検肘や手統の傍聴を通じて,医事集中
部における事件処理の実務を直に経験させ

辮蕊鰯瀧謡灘繍崖
点に関して憾酸･検肘するなど,裁判所から
見た匿事関係蘇訟の事件処理のあり方の理
解を深める修習を行う。

－あ－rニー色｡Uジ痙李画p煙RGIHj春L…｡

ｰ一F亜一色ロU玖唾李画p疹画g､l剛唾､”巳。

●

。､一ド民-24の交通部修習と
岡織である｡

事顧IにI大賊旭方鋭利"T睡畢

部の審理運営方針J(判ﾀ1335
号5頁加11.1.15,ダイジェスト
版I錘判所I正
ht｡://….comtS.m､釦/cs"
aんcms_iSr/31"01.p鋤に掲
鍵)に目を通しておくことが蝦
ましい｡なお,その他の参考文
献として,大島眞-I医療訴匪
の現状と将来--最商裁判例の
到達点一｣(判ﾀ1401号5頁
2014.8..1)も挙げられ,る｡

コード民－26の医事部修習と

同標である。

コード民-26の医亭部修習と

同標である。

ザ

率~口Bq河・上』･ノコ色DJ-U-閲u画F面色v“

築合鵠所:大阪地銭第15民事部

集合H時:10月5日午加9"20分
集合場所:大阪地裁508号法廷

築合日時g10月26日午削9時20
分

集合場所:大阪地裁508号法廷

集合日時:11月211午前9"20分
集合場所:大阪地銭508号法廷
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コード プログラム名
■
■ ， 所

時
蕊
總

３
ｔ ・ 修習内容 募集条件 その他

地
方

裁
判
所
（
刑
事
）

■ 。

刑-01

刑-02

刑-03

刑-04

ｱドバﾝｽ制裁修習

D

アドバンスト刑裁修習

令状部修習

令状部修習

q

大阪地方裁判所
刑事部

10月5日(月)～
10月16日(金）

10月12日(月)～
10月16日(金）

判所

10月7日(水） 0
10月8日(木）

q

大阪地方裁判所
第10刑事部

10月14日体),
10月15日(木）

8

8

2

2

分野別実務修習の深化型として,刑事裁判
における事実罷定や訴舩手統に関する実
質的理解を深めるため,少人数で,より密接
な指導を行う｡具体的には,①裁判員裁判
の審理評鮭の傍聴,②中規模否認事件の
毘録検討及び起案,準豚審修習,④租税
事件を含む財政経済事件の修習,⑤令状
部修習(ただし,同昧期に実施される令状部
修習の応募者が少なく,令状部が受け入れ
可能な場合に限る｡)などのメニューの中か
ら,修習生の希望を踏まえて実施する。

ｺｰドｦ門-01のアドバンスト刑裁修習の短縮

版であり,期間が短いため,①の裁判員裁
判の審理‘評鍍の傍聴は実施できないが，
それ以外の点はクコード刑=01のアドパンス
ﾄ刑裁修習と同様である■

分醸U修習においても,1日.の令状部修習
を行っているが,それでは物足りないと感じ
る修習生の応募に期待する。

コーI調－03の令状部修習と同様である。

ロ

甲込み時にg l本プログラムに

応募した理由と特に学びたい
事棚を配載した書面を提出す
ること。

1のアドバ

標である。
ンｽﾄ刑

特になし

特になし

集合日時:10月5日午前9時20分
集合場所:第9刑事部裁判官室

筆ローロR守るユU洞工遥pTHUソ呵乙U

分
集合場所:第9刑事部裁判官室

集合日時:10月7日午前9時20分
集合場所:第1卵事部裁判官室

築合日時:10月14日午前9時20
分

集合場所:第10刑事部裁判官室
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コード プﾛグﾗﾑ名
場面

日 閃

Ｂｂ …
一
煙

修習内容 ．

● 伊

募集条件 その他

地

●

方

数
判
所
（
刑
事
）

刑－05

刑-.06

令状部修習

大阪地方裁判所
第10刑事部

1]月4日

11月5．
(水） ﾛ
日（木） ．

■ ●

大阪地方栽判所
裁判員裁判用法
廷(予定） 申

10月19日(月)～
10月23日(金）

2

､22

ｰ－『卯り－U⑭U〃和必p1J1壁画GI闇"犀、”ぜ④

柵慾卿驚臨？
れj公判前霊理手続,公判審理,判決宣告
までを1週間で集中的に実賎する(なお,修
習生が旺人役,被告人役,鏡判員役を担当
することは予定していない｡)｡公判審理及
び評議は,哉判員役も参加して実施さｵ喝
が,評磯は,検察官役及び弁護人役にも傍
聴してもらい,当事毒の瞬舩活勤が鎮判所
からどのように理解されたのかを碗認する。
この評酸の傍聴を通じて,参加者全員が，
相互にその豚蝕活動を評価,検討し,単に
体験しただけに終わらない模擬裁判となるこ
とを目指している｡終了後,三庁の指導官が
合同で懇切な溝評を行う。
負担が過重にならないよう
定である。

なお,修習生の
に配怠して符う予

特になし ．

特になし

集合日時:11月41ﾖ午削9時20分
集合場所:第10刑堺部哉判官室

追って連締する。
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コード プログラム名
場所

日 時
寒
嘩 修習内容 募集条件 ・ その他

家
庭

裁
判
所
（
家
事
・
少
年
）

家-01

家-02

家-03

人事詠訟･遺産分割
修習

家事総合修習

少年事件修習

大阪家
人事所
割係

10月5日(月)～
10月9日(金）

、

大阪家庭裁
家事部

判所

10月12日(月)～
10月23日(金）

●

■

大阪家
少年部
庭裁判所

10月26日(月)～
11月6日(金）

6

16

8

人事解訟及び遺産分割の最近の状況,処
理上の諸問題を紹介するとともに,事件配
録検蝕人事訴詮の法廷傍聴,遺産分割鯛
停・審判の傍聴,起案,修習生間の討継及
び戯判官の購評を通じ,人事訴舩及び遺産
分割の事件処理について実践的な修習を
行う｡なお,家事総合修習における人事訴
舩及び遺産分割事件の修習と一部重複す．
ることになる。

将来家事事件を専門的に扱いたいと希望す
る者や,家事事件に興味が深い者を対象と
してb家事一般部における,調停･審判の傍
聴やｹｰｽ研究等を中心としたより高度な内
容の修習のほか,分野別修習では経験でき
ない,遺産分割，
(係)修習を含め

人瞬,後見等の各専門部
た,家事事件全体の総合的

な修習を内容とする｡各専門部(係)修習で
は,露畿や傍聴の他に,記録検尉等を行う。

刀”再刊表題1疹画”禰元一雨…ニレLD穿

年事件に関心のある者を対象に,その処理
全般について理解を深めるものであり,各部
に2週間配属して修習させる｡各指導執判
官に配歴する修習生の数を分野別実務修
習時よりも少なくして,密度の濃い接点を砿
保しながら,少年審判の傍聴,記録検討等
を中心に,審判運営の在り方,･非行性及び
要保離の把握,処遇の選択等,少年事件
全般についてきめ細やかな指導を行う｡ま
た,裁判官･家庭裁判所調査官による簿畿。
事例研究,家庭裁判所調査官による面接鯛
査の見学,少年院等の施段見学を実施す
る。

申込時に, I本プログラムに応

募した理由と特に学びたい事
項｣を配戦した書面を提出する
こと｡

特になし

特になし

集合日時:10月5日午前9時20分
集合場所:大阪家庭裁判所大会駿
室

なお,家事総合修習を選択1次場
合でも,本プログラムを併せて選択
することは可能である。

集合日時:10月12日午前9時20
分
集合場所:大阪家庭裁判所大会継
室

集合日時:10月26日午前9時20
分
集合場所:大阪家庭鏡判所大会鮭
室
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コード プログラム糸
場

日

計

巖

舞
礎 修習内群 募集条件 その他

家
庭

裁
判
所
（
家
事
・
少
年
〉

家--04

◆

家-05

b

●

家事--股修習

後見･財産管理修習

騨瀞厩

11月9日(月)～
11月13日(金）

巳

大阪象庭裁判所

6

後見､財産管理係

10月12間(月)～
10月16日（金） ．

◆ ●

16

、 5

畷婚,蛎姻費用分担,養育喪,子の監護者
指定,面会交流等,象事一般部が担当する
調停･審判事件について,裁判官‘家庭裁
判所潤査官による簿義,傍聴,ケース研究
等を行う(家膳裁判所調査官の調査の傍聴

豐篭賓蝋錨茎闇篭謬磯
象外となる。 ．

成年後見事件･財産管理事件の最近の状

況,処理上の鯖問題を紹介するとともに,配
録検討,修習生間の討儀及び裁判官の鱒
評を通じ,成年後見事件･財産管理事件
事件処理について実践的な修習を行う。

ｑ

の
な

お,家事総合修習における成年後見事件の
修習と．－部重複することになる。

特になし

特になし

集合日時:1】月9I午前9時20分

築合場所:大阪家鱈裁判所大会酸
室

なお,家事総合修習における家事
-一般部での修習と内審が重複す．る
部分がある｡

集合日時:10月12日午前9時20

分
集合場所:大阪家庭裁判所大会醸
室



選択型実務修習プログラム案内(検察庁） <73＞

一
ｓ
入
１
噸

コード
プログラム名

名称

場所

． 日 時

雛
礎 修習内容 募集条件 その他

地
方

検
察
庁

検-01

検=02

検-03

検-04

検-05

検－06

検-07

検-08

捜査補完
(2週ｺｰｽ）

公判補完A

公判補完B

捜査･公判実務
｡

強行犯等捜査

交通･知能犯捜査

卿
到
．

大阪地検

10月5日(月）
～10月16日(金）

大阪地検

10月19日(月）
~10月23日(金）

大阪地検

11月9日(月）
～11月13日(金）

大阪地検等

11月2日(月）
～11月6日(金）

大阪地検等．

●

10月12日(月）
~10月16日(金）

大阪地検

10月26日(月）
~10月30日(金）

大阪地検等

10月5日(月）
~10月9日(金）

大阪地検等
参
。

11月9日(月）
~11月13日(金）

6．

5

5 。

5

6

6

20

寸

30

同一U■戸4間一面…寺マンUロママケロ 、幸Uロマザー

ぴ処理(捜査方針の検酎,取調べ,起訴状等起
案)を通じ,検察官による捜査についての理解を
深める。

公判部検…指導の下,公判準偏(証拠整
理,冒頭陳述及び諭告等起案)や法廷…を
行い,検察官の公判活動についての理解を深め
ろ。 ．

声記、…ロァゼー卒V…~麺、啄顕JJUｰ~『ノ召

医師等の専門家からの聴取,警察との事件協亀公
判準備(リハーサル等),控所審醸などに参加･同行
し,穣々な実誘体験をする中で,検察実務への理解を
深める｡※事件により内容は適宜のものとなる。

＝ｰグー画■ -＝ー■一一戸『で一ヶローマ5りーー9℃ーマヶーマU■ー

録等を通じFで学び,また,児童膚待事件に関して,司
法面接の傍駒,児童相鮫所への肪問等を通じて,検
察庁における各種強行犯事件への取り組みや実情に
ついての零選深める。

●

交通事件の考え方や捜壷手

や取爾ぺ傍聴等を通l芽で学習
法
し

霧嘩討
等の独自

捜査事件の特性を事件記録等を通じて掌ぶことで,交
通事件及び知鰐犯事件についての総合的な理解を
深める。

…官媒U唖翠〃て”1哩函””園吻…rW

容等についての鱒義･見学等を通じ,多岐にわた
る検察官の職務内容についての理解種深める
詳細な日程及び内容は別紙1参照のこと。

｡

審察の語活動についての講嬢･見学等を通じ 、

犯罪,捜査及び犯罪防止活動に関する理解遼深
める。 ．

畔細な日程及び内容は別紙2参照のこと。

甲込み感＝ログラムを志唖し…プロ
グラムにおける各自の到達目標等につき,A4用
紙1枚程度のレポートを提出すること｡申込者数
が蝉人員を超えた場合は,上記ﾚボｰﾄの内
容等を考慮して修習を受ける者を選抜する。

甲込み時,本プログラムを志望した動磯，
プログラムにおける各自の到達目標等につ
き,A4用紙1枚程度のレポートを提出するこ
と｡申込者数が募集人員を超えた湯合は，
上記ﾚボｰﾄの内容等を考慮して修習を受
ける者を選抜する。

干邑君＝狸~…ﾉ、輿睡哩へｰ‐ロワユ〃7画

遇で修習を受ける者を選抜する。

手込″吋g命ジ

グラムにおける各
痙涯室レグ…、″四

達目標等につき,“用
紙1枚極度のレポートを提出ずるこど申込者数
那募集人員を超えた場合は,土肥レポートの内
容惇を考慮して修習を受ける者を垂する。

申込み時,本プログラムを志望した”,プロ
グﾗﾑにおける各自の到達目標等につき｡A4用
紙1枚程度のﾚボｰﾄを提出すること･申込者数
が募集人員を超えた場合は,上配レポートの内
容等を考慮して縄を受ける者を適抜する⑨

甲込者数が募集人員を超えた場合は,抽

選で修習を受ける者を選抜する。

申込者数が募集人員を超えた場合
週で修習を受ける者を遷抜する。

は,抽

集合日時:10月5日(月)午前9時30分
集合場所:大阪地検9階司法修習生執務
室

集合日時:10月19日(月)午前9時30分
集合場所:大阪地検9階司法修習生執務
室 ． ．

集合日時:11月9日(月)午前9時30分
集合場所：大阪地検9階司法修習生執務
室

‐ ■

集合日時911月2日（月）午前9時30分
集合場所:大阪地検9階司法修習生執務
室 ． ．

奉Eコ脚可･ユ嘩勾ユーH、向"－U－"四コ~型U空

集合場所:大阪地検9階司法修習生執務
室

集合日時W.10月26日(月)午前9時30分
集合場所:大阪地検9階司法修習生執務
室

●

4

集合日時:10月5日(月)午前9時30分

集合場所:大阪地検9階司法修習生執務
室

集合日時:11月9日(月)午前9時30分
集合場所:大阪地検9階司法修習生執務
室 ．
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別紙1

第73期選択型実務修習日程(案)【講義･見学A(法務･検察コース）募集人数20名】

－
９
入
Ｉ
蝋

■■

I ョ親･内

令和2年．
● ● 午前 午後

10/5 月

オリエ

■

●

ンテーション

講義
(大阪国税局査察部）

見学
(大阪拘置所）

10/6 火
(大阪税関

見学 ・
関西空港税関支署）

見学
(大阪入国管理局関西空港支局)

10/7
* ｡

水
見学

(近畿厚生局麻薬取締部）
■

講義
(大阪保護観察所）

10/8

C

O

木

■ 4

見学
(大阪入国管理局）

見学
(大阪海上保安監部）

10/9
Q

●

金
講義

(大阪法務局訟務部）
感想表,修習関係提出書類等作成･提出

q



別紙2 、

第73期選択型実務修習日程(案)【講義･見学B(警察コース)･募集人数30名】

－
８
入
ｌ
蝋

*麟師等の都合により,日程･内容簿を変更する昼とがある。

令和2年 午前 午後 ｡ ｡ ■

11/9 月 オリエンテーション
. （証拠
見学
品センター）

(府警 置施設

簿蕊
(生活安全関係）

･サイパー犯罪捜香について
･ストーカー･DV対策について
･児童虐待対策について

購蕊･見学
(地域警察活動状況，
パトカー見学）

11/10 火
見学

A斑:通信指令室
B斑:交通管閣センター

b 骨

(凶悪犯
講義
の犯罪情勢）

見学･講義
(第1槻勤隊活動見学等）

11/11 水

も り●

見学
A窪:交通管閥センター
B狂:通僧指令室 の現状）

A証:購蕊･見学
(各種簡易薬物検査ｷｯﾄの使用要領等）

B変:体験･見学
(鐙磯教養,模擬体験等）

B斑:鱒義･見学
(各種簡易薬物検査ｷｯﾄの使用要領等）

A斑:体験･見学
(鑑織教養,模擬体験等）

11/12 木

見学･購義
（交通指導取締

鶚… (暴力団犯罪の
学
鮒の方法等）

A斑:見学･講蕊
(交通鑑職見学等）
B垂:購蕊
(暴走族取締）

B班:見学･購義
(交通鑑磯見学等）
A班:購鶴
(暴走族取細

11/13 金
見学

(警察犬訓練セン夕
タ

ー） 感想表,修習関係提出書類等作成･提出
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選択型実務修習プログラム案内（弁護士会）

大阪弁護士会提供プログラムの募集について

1． ここでは､個別修習プログラムのうち大阪弁龍士会提供プログラムの応募に関する注意事項を記載しています｡大阪での選択型実務修習や個別修習

プログラムに関する全体的な注意事項は、選択型実務修習の実施要領、個別修習プログラムの応募要領を参照してください。

特にホームグラウンドとなる指導担当弁護士が第73期

とになります。事務所によっては物理的に修習生2名の

2． uに‘

修習生2名を指導している場合、ホームグラウンド事務所どして、修習生2名を受入れることになります｡事務所によっては4

席を碗保できないことがありますから、必ず事前に指導担当弁護士と協畿してホームグラウンド修習の時期を決めてください。

3．大阪弁護士会提供プログラムについては、同一内容のプログラムを2回以上選択することも可鮨ですb例えば、第1， 2週で他事務所修習1 （弁－
01)を選択し、第3， 4週で他事務所修習2 (弁-12)を選択することも可能です｡但し、応募が定員を超過するときは他の応募者を優先しま

． 君一
一
一
一

4．提供プログラムのほとんどが午後5時で終了となりますが、プログラムによっては午後3時等で終了する場合があります。午後5時以前に終了した

場合は、午後5時（具体的時刻は指導担当弁護士の指示による）まではホームグラウンド修習です“

5. T労働（弁-05) 」は応募資格が制限されていますから注意してください。

入
Ｉ
嘘

6． 「人犠に関する施設見学■ ） （弁－34） 」では、同時期に実施される別のプログラムのうち、一部のプログラ込との重複選択が可能で
す。詳細は、同プログラムの修習内容欄を参照してください。

7．各プログラムの内容は、具体化する過程で今後若干変更することがありますも大阪弁護士会は、個別修習プログラムの募集期間の開始までに、弁護

士会提供プログラムの詳細（露師、訪問先の特定、プログラムの日割り表など）を別途開示しますので、参考にしてください。

【選択型実務修習に関する覗明会8，

阪弁護士会の主

ラムなどの募蕊
O20=(em2¥) 1月17B(Q)ff6""E 今 一 、 こ

槌ですが、大阪地方裁判所､大阪地方検察庁からも担当者が出席されます。全国プログラム、 自己開拓プログラム、個別修習プロ
要領と、三庁が提供する個別修習プログラムの詳細などを説明する予定です6任意参加ですが、できるだけ出席をしてください（別途詳細を案内し
ます） 。
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ロ
凸
口
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乙
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専
一
■
■
■
■
■

§所．
1 時

~街
……

人餓 修習.内容 雑条件 ､その他 ．

弁
護
士
会

。

。

弁－01

■ ●

弁－02

■

句

弁－03

､弁-04

色

弁-05

他事務所修習1

刑事函点事務所修習a

● ●

捜査弁謹A

子どもの櫛利

労働

弁霞士事務所

10月5日(月)合
10月16H(金）

弁護士事務所

10月5日(月)～
10月16日(金）

弁穫士事務所ほ
か

■

－●－

｡ ｡

■－－4■■■■

10月5日(月)～
10月9間(金）

弁護士会館ほか

－一一■－一一一一

‐●

10月5日(月)～
1M9u(金）

弁護士会館

－‐ー●ー－ー■■■｡■

10月5日(月)～
10月9日(金）

10

2

1

15

15

ﾎｰﾑグﾗｳﾝドとは別の弁護士事務所にて修習をおこなう(指
修習生1堀配属)。
務所に配属できる

できるだけホームグヲンドとは異なった規模
ようにしたい｡

修習内容はホームグﾗｳﾝド修習とほぼ同じである。

、駕溌雛

ﾎｰﾑグﾗｳﾝドとは別の弁護士事務所にて修習をおこなう(指導弁護士1名に
修習生1名配属)｡修習内容はホームグﾗｳﾝド修習と同じである｡｢他事務所修
習｣ブﾛクﾗﾑと類似しているが､本プログラムの指導弁瀧士は刑事事件を数多
く取り扱っていることから､刑事弁膜に重点を睡いた貴電な経験の場となろう。
なお､本ブﾛクﾗﾑでは､指導弁穫士力噸う『刑事以外の分野｣も修習する。

合

刑事弁唆委員会委員と接見に同行し､身体拘束からの解放の弁腰活動や､勾
留鯖求却"ドを求める意見書､準抗告申立替､その他必要な起案を行1,,､捜鐡
弁護の実務について修習する。

少年事件の手練及び付添人活動の実践､子どもの虐待
国籍の子どもの人擢その他子どもの椎利に関する実務、
フォローするブﾛダﾗﾑを提供する。

､学校。いじめ問題､外
法的知職の修得等を

内容は､1.少年事件ゼミ､2.少年事件鐸戟判､3.少年事件起案､4.児意
虐待･児童福祉問題､5.学校。いじめ問題､6.外国鯖の子どもの人楢､7.児
童自立支援施段見学､8.法教育授業など｡・
このブﾛグﾗﾑの指導弁懲士は､子どもの栂利を巡る事件を多数取り扱ってお
り､その具体的な実践を聞くﾁｬﾝｽとなる｡子どもの権利に関心の高い修習生．
にとっては､子どもの最善の利益とは何かを考える貴盆な機会となるだろう。 ．

労働潮f件は労使によって見解や受任後の対応が大きく異なるので､労使双方
の立場から実務的な知織を提燐る｡労働法の知繊だけではなく､裁判所､労
働委員会等での法的手続に密着した実務的な内容に重点を極く｡労働審判に
も触れる。

職塞雛鰯鵠零燃競鳶溌蕊螺磯繊
学なども行いたい。
なお､当ブﾛグﾗﾑは原則として労働法既修者を対象としている｡未修宥は少な
<とも労働法の蕪本啓穏度は読了しておかれたいb ．

法科大学院
でI労働法I
を履修した
者対象｡未
吟
》
蝉
峰

も労働法の
基本書程度
は醜.了する
こと。 ． ．

集合日時､溺所については､配属
事務所決定後､個別に通知する。

■

提供期間;2週間．

集合日時､銅については､配属
事務所決定後､個別に通知する。
提供期間:2週間

9 6

集合日時､場所については､配属
事務所決定後､個別に通知する。

■
.

集合日時:10月5p午前10時
集合場所;弁護?h会館

集合日時:10月5日午前10時
集合場所:弁護士会館．

■ や
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一

四
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庁会
コード

番号
プログラム名．

場所
日 時

…
シ寺=〆へ

人数 修習内容 募集条件 その他

弁
護
士
会

弁-06

弁-07

｡

●

弁~08

捜査弁鐙B

民事介入暴力及び
弁護士業務妨害

犯罪被害者支援

弁護士事務所ほ
か

10月12日(月)～
10月16日(金）

弁護士会館ほか

10月12日(月)～
10月16日（金） ．

弁穫士会館ほか

10月12日(月)～
10月16日(金）

1

18

15

弁-03と同樫

本購義では, 「民事介入暴力｣と｢弁護士業務妨害｣を取り上げるが, 「民事介入
騨力｣とは､民事事件において､当事者･利害関係人等が他の事件関係人に対
､クて行使する暴行､脅迫その他の迷惑行為､及びそれらの行使を示唆する言動
血びに社会通念上､櫓利の行使又は実現のための限度を超える一切の不相当
段行為を指すbそのため､｢民事介入暴力jは､暴力団やその他の反社会的勢
力によるものだけではなく,行為主体の属性に限らず,不当要求(法的根拠や
吐二会的妥当性を欠く要求行為)が含まれ､弁謹士として民事事件を取り扱う上で
瞳けては通れない問題である｡また,近年では,反社会的勢力は,実態の掴み
づらい｢半グﾚ｣集団へと広がりを見せるとともに,自らが反社会的勢力に属して
ｬ､ることを示さないようになっている｡さらに,反社会的勢力に属さない者からの
企業,行政等に対する不当要求による問題も深刻化しており,かかる不当要求
に対する対応へのニーズも高まっている。
そこで,本購銭では,経験豊かな講師陣が,弁棲士と反社会的勢力との闘いの
歴史,暴対法や暴排条例の解脱とし､った基礎知餓からi組事務所の明渡し,組
長への使用者責任の追及などの法的対応に加え,企業,教育現場‘行政など
の犠々な場面からの暴排,さらには不当要求排除への法的対応を具体的な事
案を示しつつ,解脱する｡また,上記法的対応を行うにあたっては,民事保全法
や民事執行法の理解も不可欠であることから,具体的な事例に基づき,受任か
ら執行までの具体的な対応を解脱する中で,民事保全法や民事執行法の解脱

0 証券会社,執行代行業者の方など,実務に精通した購
場からの臨場感あふれる生の声を聴くことができる。

さらに,業務妨害により弁護士やその家族,事務員が襲わｵ略という事案が発生
しており,また,弁震士に対する業務妨害の態機も変容してきていることから,業
務妨害から身を守るために,業務妨害の具体的な事例を示しつつ,その対応要
領について解説する。

｢犯罪被害者の実情を知ること｣を目標に,①犯罪被害者支援に精通した弁獲
士による購銭,②実際に被害者参加を経験した被害者による購演,③被害者参
加弁穫士が活動する刑事戟判の法廷傍聴, 支援員に
よる繁演,⑤犯罪被害者(役の弁護士)からの相談に応じる実演演習等を行う。
また､フィールドﾜｰｸとしてDVｼｪﾙﾀｰ
の訪問等も行う予定である。

の施設見

この修習を通じて,被害者に共感できる弁護士になっていただきたい。

裁判官志望

者,検察官
志望者, 「刑
事弁獲に熱
心に取り組
む弁護士を
目指じてい

る方｣も大歓
迎｡

集合日時､場所については､配属
事務所決定後､個別に通知する。

巣合日時:10月12日午前10時
集合場所:弁嬢士会館

集合日時:10月12日午前10時
集合場所:弁護士会館
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日 時

■
、

撚
蝿

C

◆ 修習内群 ■ ■ 募集条件 その他 ．

弁
護
士
会
。

I ｡

弁〒09

弁-10

｡ 弁－11

弁－12

■

■

弁-13

弁一】4

倒産法実務

知的財産侵害の実務

他事務所修習2

刑事重点事務所修習b

捜査弁護C

弁鐵士会館
■

CG－韓凸一一画台－0－－－ ■■■●F~

9

10月12.日(月)～
10月16日（金） ．

■

弁護士会館ほか

吟.,｡－－－－．､--.一一一司二一一
・

10月12H(月)～
10月16日(金）

弁護士会館

一.－－1■G一一

10月]2日(月)～
10月16日（金）

弁謹士事務所
一守一Ⅱ■■■一Ⅱ■■－－

10月19日(月)～
10月30日(G)'

弁謹士掌務所
■■一ロー~一一一一■e－

10月19日（月）
10月30間(金）

一
一

■

弁護士事務所ほ
か
－･由一一一■■■■■■■■■■ﾛ■■■■■

10ﾉ119日(月)～
10月23日(金). . f

22

15

22

10

2

●

1

W1阿八の直溌題埋(仕恵霊埋、目己羅等ノ、②1鬮人の民謡再生･小…個

人再生､③破産管財申立て･破産管財実務､④法人の民事再生､⑤大型事
件､⑥会計･税務の基礎､⑦法人の私的整理なども合削型間間のブﾛダﾗﾑで
す｡なお､鱒鵠ばかりではなく､修習生が主体的に参加できるゼミ形式のプ画グ
ﾗﾑや､債権者集会の見学なども盛り込む予定ですb
ただし､プログラム内容は簿師や具体的時間配分の都合などによって若干変更
する可龍性があり対も選択科目で倒産法未受験者の方や､初学看でも大丈
夫です！

知的財麓擢侵害事件についての起案･購評及び商標法､不正競争防止法､著
作椹知的財産契約に関する購蕊･蛎例演習鐸を行い､社会見学も実施する。

p 今

不当条項の効力や団体蘇楕､訪問販売･ｷｬｯﾁセールス･ｱボｲﾝﾄﾒﾝﾄセー
ルス､通憎販売､･マルチ商濃語学教室･エステサロン契約､ｸﾚジｯﾄによる分
劉払いを利用した取引などを規制する消費者契約法､特定商取引法及び割賦
販売法などの特別法､ｲﾝﾀ､一ﾈｯﾄ取引･携帯冠話をめぐるﾄﾗﾙ､先物取
引､匪券取引をめぐる消費者被害､欠陥住宅･製品事故による被害､多重債務
者被害の救済のための任懲整理､民事再生､自己破産､利息制限法違反の貸
付けによる過払利息の回収など､多岐にわたる消費者被害についての一般的
知職を敏授する。

■

弁〒01と同様 ■

■

弁02と同様

弁-03と同様 ‘

法科大学院
で知的財耀
法を履修し
ていることが

望ましいが、
興味のある
方は歓迎し
ますb

集合日時:10月13日午前9時30分
梨合場所:弁護士会館

※10月12日(ﾉj)はﾎームグラウン
ド修習となる予定ですb ■

●

集合日時:10月12日午前10時
集合場所:弁護士会館

※10月161J(釦はホームグラウン
ド修習となる予定ですb

■

〔

集合日時810月12日午前10時
集合場所:弁謹士会館

■ 4

● 令

築合日時､溺所については､配墜
事務所決定後､個別に通知ず胃る。
提供期間22週間

集合日時､場所については､配属
事務所決定後､個別に通知する6
提供期間:2週間

｡ ■

築合日時､場所については､配属
事務所決定後､個別に通知する。

◆色



|州’
19日午前10時
士会館 ．

C

行政分野
■

庁会
コード

番号
プログラム名

場所

日 時

…

x薮 修習内容 募集条件 その他

弁護士会館ほか

10月19日(月)～
10月23日(金）

弁-16
公害･環境裁判の現状
弁護士の取り組み

と
■弁護士会館ほか

10月19日(月)～
10月23日(金）

11

環境問題への取組み方や関わり方､廃棄物問題､歴史的建造物保存､原発・
エネルギー問題､公害訴訟についてそれぞるれ弁護士による簿義を実施する
ほか､原告として公害問題に関与された方からのﾋｱﾘﾝグ､各深境問題につい
てのフィールドﾜｰｸを実施予定である。

集合日時:10月19日午前10時
集合場所:弁護士会館

弁-17

高齢者･障がい者問題の
実務を学んでおこう
-｢ひまわり｣実践版一

◆

け

弁護士会館ほか

10月19日(月)～
10月23日(金）

15

成年後見､介護事故､虐待､障がい者差月嘩止､陣がいのある人の刑事事件な
どを実践的に取り扱う購座である。
この購座は､法律家として高齢者･陣がし堵問題について知っておく必要のある
基礎的なことを､討龍､起案などを通じて実践的に学ぺる修習生参加型の識座
になっている。
ｹｰｽﾒｿｯドによる成年後見簿磯､誘状起案演習､高齢者虐待についてのグ
ループ別飴ざロールプﾚｲによる高齢者との面接技法などのほか､施設や精神
科病院見学なども予定し､実務に役立つﾉｳﾊｳを効果的に学ぺるようﾒニュー
を組んでいる。

※弁-20のひまわり｢体験版｣と併せて受講すれば､実践版の経験を踏まえて体
験版の露蕊内容を具体的なものとして理解できる｡もちろん､このプログラムの
みの選択も可b

D C

集合日時810月19日午前10時
集合場所:弁謹士会館

弁-18 捜査弁護，

護弁
か
士事務所ほ

■

10月26日(月)～
10月30日(釦

1 弁--03と同様
集合日時､場所については､配属
事務所決定後､個別に通知する。

弁－19 憲法

弁護士会館ほか

10月26日(月)～
10月30日(金）

15

例年、
1憲法関連の外部施股見学(2019年度は､自衛隊基地､主に在日コリアンか
らなるNPOを訪問した｡）
2弁膜士による隣鶴(2019年度は､憲法酔詮の戦い方､ｾｸｼｭｱﾙ･マイノリ
ティと憲法､法廷内での手鍵･腰縄と憲法､平和主義､自楕隊と憲法をテーマと
した｡）
3憲法に関するディペート(これまで､ﾍｲﾄｽピｰﾁ､同性婚､タトウー刑事訴
訟などをテーマとした｡）
尋を実施しているロ

集合日時:10月26日午前10時
集合場所:弁誤士会館



〆一己、

入
１
噸

庁会
麺､.－ド

番号
プログラム翁 ． ･場

日

諦
炉
｡－

錘
峰

｡

③ ■

修習内容 ﾛ ● 募集条件 その他

■

弁
謹
士
会
．

ｂ

ｂ
令

弁-20

■

弁-21

弁-22

弁-23

弁24

福祉の現場を体験してみよ
炉

，フ．

｡．｢ひまわり｣体験版一

人権活動の現場がら

ﾛ

民事弁艘実務

他事務所修習3

刑事重点事務所修習c

弁護

■

士会館
●

ほか

10月26日(月)～
10月30B(金）

弁鍵士会館ほか

一・－－－

10月26日(月)～
10月30日（金） ．

弁護士会館

一寺一●－■■－一4■■■■二

､ ●

10月26日(月)～
10月30H(金）

弁護士事務所
6

11月2131(月)～
11月13日(金）

弁謹士事務所

11月2日(月)～
11月13日(金）

15

15

22

10

2

商齢者､知的陣がい者の2種の施股について4日間の実習を行う｡各修習生に
はこの中から1施殺を選び､介漣実習をしてもらう｡実習施設は､できる限り修習
生の希望に添うようにしたしも
この購座は､介護実習において､利用者と同じ目線で人として接#?ることを通じ
て､(露知鋤商齢者､知的障がいのある人が施設でどのように幕らし､何を考え
ているかを現実に体験してもらう体験型の臓座である。
実習を行った修習生からは､実習してみて､そごで生活する人の生の姿に接す
ることができ､施設で暮らす人についての自分のこれ賎でのイメージが喪わった
という感想が寄せられている｡修習生である今しか体験できないもので､弁謨士
になってからではなかなか体験の機会はないb ． ．

※弁-17のひまわり｢実践版｣と併せて受露すれば､体験版の経験を踏まえて実
践版の購鏡内容を具体的なものとして理解できる｡もちろ
みの選択も可｡

ん、
U

このプログラムの．

ﾉL極…蜜風琴刀勇八種誕亦『中延葬函垂ヤ磁需日賦種1丁つ~Lい○砲賦零の

見学を中心として､人擢活動の必要性を肌身で感じてもらう｡講磯としては､国
際人権条約や生活保護法､出入国管理法､嫡正実務関係法など､研惨所では
学ぶ機会が少ないが人権擁護活動に役立つ法令を学習する。 ‘
また､両性の平等(女性の権利)という視点から､特に女性が被害に遭いやすい
DV,セクハラ､母子の貧困､その他性暴力などの率件について､購賎と施没見
学を織り交ぜて実務的な研修を行う｡なお､セクシュアル･ﾏｲﾉﾘﾃｲに関･ﾀｰる
露蕊や男女共同参画推進本部委員による研修(弁護士会における男女共同参
画推進･休業中等の弁護士業務支援制度等諾予定)もあわせて行う予定であ
る。

民事弁護を業務としておこなう中で必要な実技を指導するb以Fのものを扱う･予
定であるが､溝師や具体的時間配分の都合によって若干変更する可能性があ
るから､留意されたい。
①鏡判書類の送逢､②裁判手続での証拠収集､③不動龍羅記入門､④証拠の
検謝と収集､⑤遺言書作成､⑥ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ(書面作成)､⑦聴き取り･相
談､⑧尋問技術､⑨訴溌外紛争処理手続､⑩事実認定､⑪弁護士報酬

弁~01と同種

弁-02ど同様

●

■

築合日時:10月26H午削10時
築合場所:弁竣走会館

集合日時:10月26日午前10時
梨合場所:弁磯土会館

■ ○ 9

■ ｡

集合日時:10月26H午前10時
集合場所:弁護士会館

■
一

集合日時､場所については､配属
事務所決定後ｨ個別に通知する。
提供期間:2週間

b 幸

●

築合日時､場所については､配属
雑所決髄鑑､個別に通知する。
提供期間:2週間



一

” …ゞ1
集合日時､場所については､配属
事務所決定後､個別に通知する。捜査弁護E

庁会
コード

番号
プログラム名

場所

日 時 鷲 修習内容 募集条件 ● ‐ その他

弁護士
か
事務所ほ

11月2日(月)～
11月6日(金）

弁－26
次の損害賠償と飲酒
への影響の体験簿
習

弁護士会館ほか
｡

11月2日
11月6日
(月)～
(金）

20
交通事故事件に関する購蕊､･ゼミの他､修習期間中1日は自動車教習所でシ
ミュレーター及び実車を使っての飲酒運転体験鱗習を実施する。

集合日時:11月2日午前10時
集合場所:弁謹士会館

弁－27
離婚と相続／
相談から調停まで．

弁護士会館

11月2日(月)～
11月6日(金）

10
購蕊(実務上の留意点)､模擬相
て実施する⑨

調停を騨昏･相続のそれぞれについ
■

集合日時:11月2日午前10時
集合場所:弁謹士会館

弁-28 医療紛争実務

弁護士会館I動、

月
月
１
１
１
１

日
日
２
６
(月)～
(金）

15

０
■鶏織
･その他ゼミナール形式による研究

尋問
集合日時:11月2日午前10時
集合場所:弁護士会館

弁－29 債権回収

弁護士会館

11月2日(月)～
11月6日(金）

15

債栂回収業務に関する溝蕊を行う予定である｡具体的には､債櫓回収に関する
事例研究､受任にあたっての注意事項､有効な債櫓回収方法の検討に関する
鱒鶴を開催する｡なお､ゼミ<修習生が主体的に取り組むブﾛグﾗﾑ)も検討中。

集合日時:11月2日午前10時
集合場所:弁膜士会館

弁－30 捜査弁護F

弁護士事務所ぼ
か

11月9日(月)～
11月13日(金）

1 弁－03と同様
集合日時､場所については､配属
事務所決定後､個別に通知する。

弁-31 不動産･借地借家の実務
■

弁饅士会館

11月
11月
9日(月)～
13日(金）

15

午前中は､宅地･建物取引についての紛争を駿例をもとにして､弁鐘士として相
淡を受けるところから一定の解決を示すところまで､蝋を通じて､脱明する予
定。
午後は､司法書士､土地家屋鬮査士､不動産艦定士､税理士からそれぞれの
専門分野について､簿義形式で税明する｡ ．

ただし､プログラム内容は簿師や具体的時間配分の都合などによって若干変更
する可龍性がある｡

集合日時:11月9日午前10時
集合場所:弁護士会館

■
■



〆一へ一一

庁会
コード‘

番号
プログラム名

蝿4．断日 時
雛
蝋 修習内容 募集条件 その他

幻

弁
護
士
会

邦-32

← ■

弁－33

①

弁-34

会社法を中心とした
企業法務

民事交互尋問

人権に関する施設見学’

弁麓士会館ほか

11月
11月
9．日(月)～、
13日(金）

、

10月5日(月)～
10月9日(金）

● ■

－1■■■一－■一一一

10月221;1体）

22

28

●
，

13

｡

主に会社法実務研究会の中堅･若手メンバーによりブﾛグﾗﾑを提供するが､会
社法に限定することなく､金融商品取引法に関する簿鏡も検討中である｡また､
聯式だけでなく､司法修習生にも積極的にプログラムに参加できるようなも
のを提供する予定である｡率ユ.内部統制システムと役員の責任､2.M&A
と買収防衛策､3.計算書類の見方､4.インサイダー取引､5.息2ﾝプライアンス
経営等を予定している。

民事訴鰹における狂人(本人)尋問のｽｷﾙを身につけるためのブﾛゲﾗﾑであ
る｡28人を2グループに分けて､裁判官各2～3名､原告･被告代理人役各5～6
名に分かれて鋤する｡事件記録は､実際にあった事件を加工した教材を使用
する。
スケジュールの概要は､①1日目から3日目にかけては､若干の主狼整理を全体
で行うほか､証人体人)ﾃｽﾄ､反対尋問対策などの嫡備を各役ごとに行う｡②
4日目に法廷において証人及び本人の尋問を実施する6③5日目午前に弁識
(最終鱗備書画､午後には､裁判官役が判決を首い渡し､全体購評を行う ｡
これまでにも錘銭判などを経験しているとは思うが､実務修習の総仕上げとし
て､実務での尋問に直結す．るｽｷﾙが身につくものにしたいと考えている。
※本プログラムは大阪地方裁判所との合同開催である＠

P

購鶴･施殴見学を通じて､人権(特にハンセン窺)に関する素養を深めることを目
的とした修習。 ‘
なお､本プﾛグﾗﾑは､ﾎｰﾑグﾗｳﾝド修習のほか､同時期に実施される通常
部AgO2)､通常部B(RM)､行政部偽合)(民士11)､溺停部(民-19)､他事
務所2(弁-12)､刑事重点錨所b(弁-13)､最高裁判所修習(全国プログラム
(コード:2501))の各ブﾛクﾗﾑと重複1ﾉ唾択することができる。
※本ブﾛグﾗﾑは大阪地方裁判所､兵庫県弁謹士会との合同開催である。
※本ブﾛグﾗﾑの申込みは第3次難のみである ■ ．

集合旧時:L]月9日午前10時・
集合場所8弁護士会髄 ．
● ｡

集合日時:10月5日午圃胸時
梨合場所:弁饅士会館

築合H時:10月22日
集合場所:湊川神社前(神戸市中
央区）

※築合時間等詳細は受簿者
迫って連絡する｡

へ
。

※集合場”国ら施股までは貧切
パスで移動する。 ．
※夕方まで施設見学のため､帰
阪は午後8時以降になる予定であ
る。


